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千代田区議会議長

秋谷こうき様

二番町地区地区計画の変更に係る説明会及ぴ意見書の取り扱い方に関する陳情

陳情書

1.「二番町地区地区計画の変更に係る素案の説明会」と題する農宇式多には議事として「二番町地区計

画変更素案について」が挙げられています。しかし、席上配布資料としては「二番町地区地区計画変更素

案の概要」にとどまっています。5月に開催された「六番町偶数番地地区の地区計画に係る素案の説明会」

では席上配布資料として「地区計画の素案」そのものが含まれていたと聞いています。今回、「素案」を配布

せず、「概要」1ことどめた理由を教えてください。

2.「素案」のコピーが模型を置いた机の脇にありましたが、「写真撮影不可」となっていました。限られた時

間で「素案」から筆写するのは不可能です。また、「素案」が置かれていたこと自体の案内もなかったので、こ

れに気が付いて見た方も少ないと思います。25日の説明会では会場からの要望により、出席者には素案

のコピーが配布されたとも聞いていますが、24日の出席者には素案のコピーは郵送されたのでしょうか。そ
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して、なぜ素案を「閲覧禁止、持ち出し厳禁
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計画の「都市計画の公告・縦のお知らせ等のところに公開しないのか、以上の理由を教えてください
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3.「意見書の提出方法について」1こついて「二番町地区地区計画変更素案について、都市計画として定

めていくために、今後、都市計画法に基づいた手続きを行なっていきます。」との一文があります。せっかく

説明会に来ても、「概要」しか配布されず、変更案全体を閲覧するためには、改めて区役所5階の環境まち

づくり部に開館時間内(=勤務時間内)1こ行って閲覧し、その限られた時間内で理解することは住民にとって

は大変難しいことです。

少なくても、閲覧に行った人には要望に応じてコピーの配布をお願いいたします。

4.意見書は「素案」について提出するものであって、「素案概要」1こついて提出するものではないと思いま

す。今回の説明会に出席した二番町地区の地権者に対して不備があったと言えませんか。また、説明時間

30分、質疑60分の説明、何か質問を投げかけても「ご意見として承ります」という回答では、十分に質問に

答えていただけたとは思えません。再度の説明会開催を要望致します。

影禁止としたのか、また、そもそもですがなぜ素案を区の都

できましたら、住民あるいは権利.全員へのコピーの配布をお願い致します。

5.二番町地区は在勤者が多く、住民が少ない地区です。しかし長期的な視点で町のことを考えるのはそこ

で子育てをし、実際に生活している住民だと思います。次の都市計画法第17条に基づく手続きに入ると、区

外の方々の意見も反映されます。これでは、千代田区の住民がないがしろにされている、あるいは千代田区

の主体は区外にあるという印象が強まります。区の行政が千代田区そして千代田区民の生活を守る姿勢を

示していただきたいです。そのために、今回の意見書募集の要件として「関係権利者の皆様」とありますが、

町地区に居住する多くの方々のご意見や声も是非重視していただきたいと思います。
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